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(57)【要約】
本発明は熱タービン機械の車室（１）に関し、この車室
（１）は熱的に大きく負荷される内側層（４）と熱的に
僅かしか負荷されない外側層（５）とから二層構造に形
成され、その内側層（４）は外側層（５）よりも耐熱性
の大きい材料を有している。本発明はまた熱タービン機
械の車室（１）の製造方法に関する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱タービン機械の車室（１）であって、
　車室（１）が少なくとも内側層（４）と外側層（５）とから少なくとも二層構造に形成
され、その内側層（４）が外側層（５）よりも耐熱性の大きい材料を有していることを特
徴とする熱タービン機械の車室。
【請求項２】
　外側層（５）が内側層（４）の周りに配置されていることを特徴とする請求項１に記載
の車室。
【請求項３】
　外側層（５）が回転軸線に関して内側層（４）の周りに配置されていることを特徴とす
る請求項２に記載の車室。
【請求項４】
　内側層（４）がニッケル基合金で形成されていることを特徴とする請求項１ないし３の
いずれか１つに記載の車室。
【請求項５】
　内側層（４）が６２５合金で形成されていることを特徴とする請求項４に記載の車室。
【請求項６】
　外側層（５）が１０重量％クロム鋼で形成されていることを特徴とする請求項１ないし
５のいずれか１つに記載の車室。
【請求項７】
　外側層（５）がＧＸ１２ＣｒＭｏＶＮｂ９－１材料で形成されていることを特徴とする
請求項６に記載の車室。
【請求項８】
　内側層（４）が９～１０重量％クロム鋼で形成されていることを特徴とする請求項１な
いし３のいずれか１つに記載の車室。
【請求項９】
　内側層（４）がＧＸ１２ＣｒＭｏＶＮｂ９－１材料で形成されていることを特徴とする
請求項４に記載の車室。
【請求項１０】
　外側層（５）が１～２重量％クロム鋼で形成されていることを特徴とする請求項８又は
９に記載の車室。
【請求項１１】
　外側層（５）がＧ１７ＣｒＭｏＶ５－１０材料で形成されていることを特徴とする請求
項１０に記載の車室。
【請求項１２】
　内側層（４）が外側層（５）に材料結合で結合されていることを特徴とする請求項１な
いし１１のいずれか１つに記載の車室。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれか１つに記載の少なくとも二層構造の車室（１）の製造方
法であって、
－　内側層（４）として形成された内部鋳造部品を鋳造する、
－　外部鋳造品を鋳造し、その場合、内部鋳造部品が壁として利用され、外部鋳造部品が
外側層（５）として形成される、
工程を含んでいることを特徴とする車室（１）の製造方法。
【請求項１４】
　内部鋳造品および外部鋳造品が凝固中に熱処理されることを特徴とする請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　内部鋳造品および外部鋳造品が凝固後に熱処理されることを特徴とする請求項１３に記



(3) JP 2010-535970 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

載の方法。
【請求項１６】
　熱処理が内部鋳造品および外部鋳造品の材料の、より低い焼戻し温度で一段工程におい
て８～１２時間にわたって行われることを特徴とする請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　材料結合を向上するために内部鋳造品に鈎止め部が設けられていることを特徴とする請
求項１３ないし１６のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１ないし１２のいずれか１つに記載の車室（１）を製造するために利用されるこ
とを特徴とする請求項１３ないし１７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１９】
　内側層（４）が外側層（５）に溶着されることを特徴とする請求項１ないし１２のいず
れか１つに記載の車室（１）を製造する方法。
【請求項２０】
　車室（１）が溶着後に熱処理されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は熱タービン機械の車室並びにタービン機械における少なくとも二層構造の車室
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高い熱効率を得るために多くの処置が可能である。その一つは熱流体機械特に蒸気ター
ビンに流入する蒸気の入口温度を高めることにある。現時点において蒸気入口温度を７０
０℃まであるいはそれ以上に高める努力が払われている。
【０００３】
　そのような高い蒸気入口温度は熱的負荷に耐える材料の適切な選択を必要とする。高い
蒸気入口温度に対して現在の認識ではニッケル基合金が適している。もっともこの材料は
通常の材料に比べて数倍高価である。
【０００４】
　例えば蒸気タービンのような熱流体機械においてロータおよび車室特に内部車室は熱的
に大きく負荷される。蒸気タービンにおいて車室は一般に二重殻構造に形成されている。
内側ハウジングとも呼ばれる内部車室は熱応力が最も大きい蒸気膨張領域を有し、この内
部車室はその外側面を外部車室内における例えば排気蒸気のような比較的低温の蒸気で洗
流され冷却される。その外部車室は内部車室を包囲して配置されている。
【０００５】
　その内部車室は鋳造構造物として形成され、即ち、蒸気流れ領域だけが大きな熱的負荷
に耐えれば済むにもかかわらず、全体がいわば鋳造で形成されている。通常、熱的負荷に
耐える材料が選択され、内部車室全体に対して利用されている。もっともこれは、あまり
高温とならず低い熱的負荷しか生じない部位に対しても大きな耐熱性の材料が採用される
ために経済的に不利である。そのような部位に対しては、耐熱性の低い安価な材料を採用
することができる。
【０００６】
　７００℃の蒸気入口温度に適用されねばならない将来の蒸気タービンにおける内部車室
は、ニッケル基合金ではかかる車室がその重量のために鋳造できないことが分かっている
ために、製造限度の点から製造上問題がある。
【０００７】
　かかる内部車室の他の問題は、例えば所定の運転時間経過後における大規模な点検の際
に内部車室を開放した際に生ずる歪みにある。その歪みは意図した冷却作用のために壁厚
にわたる大きな温度差のために生ずる。かかる歪みは特に内部車室の蒸気流入部位に認め
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られる。その歪みによって熱応力が生ずる。
【０００８】
　特許文献１に、異なった材料で形成され互いに軸方向に溶接された複数の部分から成る
車室が開示されている。
【０００９】
　特許文献２で、構成要素の熱的負荷の大きな部位にその耐熱性を高めるための補助材料
を設けることが開示されている。
【００１０】
　有利に製造でき熱的負荷に耐えることができる内部車室が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１０３３４７８号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１５８６３９４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、大きな熱的負荷に対して適用でき、有利に製造できる内部車室を提供
することにある。
【００１３】
　本発明のもう１つの課題は二層構造の車室の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　車室についての課題は、車室が少なくとも内側層と外側層とから成る少なくとも二層構
造に形成され、その内側層が外側層より大きな耐熱性材料を有している熱タービン機械の
車室によって解決される。
【００１５】
　製造方法についての課題は、
－　内側層として形成された内部鋳造部品を鋳造する、
－　外部鋳造品を鋳造し、その場合、内部鋳造部品が壁として利用され、外部鋳造部品が
外側層として形成される、
工程を含んでいる車室の製造方法によって解決される。
【００１６】
　本発明の有利な実施態様は従属請求項に記載されている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によって、車室の部分部位だけを熱的負荷に耐える材料で形成する新たな方式が
提案される。車室の残り部位は他の経済的に有利な材料で作られる。本発明に基づいて、
車室は二層構造に形成され、その内側層は内層と呼ばれ、運転中に熱的に大きく負荷され
、従って、外層と呼ばれる外側層より大きな耐熱性の材料で形成されねばならない。これ
によって、車室全体が耐熱性材料で形成される必要はなく、車室の一部だけを耐熱性材料
で形成するだけで足りる。
【００１８】
　内側層はニッケル基合金で形成されていると有利である。特にニッケル基合金は熱的負
荷に対して適している。この材料で未来の蒸気入口温度７００℃の蒸気タービンが製造さ
れることが特に考えられる。
【００１９】
　他の有利な実施態様において、内側層は６２５合金で形成されている。この材料は実験
で実証され、製造上有利であり、また熱的負荷に耐えることが確認されている。
【００２０】
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　外側層に対して１０重量％クロム鋼が利用されると有利であり、このクロム鋼はニッケ
ル基合金に比べて安価であるが、耐熱性は低い。
【００２１】
　外側層は特にＧＸ１２ＣｒＭｏＶＮｂ９－１材料で形成されている。この材料はコスト
的に有利であるので、外側層としての採用に適していることが確認されている。
【００２２】
　本発明に基づいていわば材料組合せ対として有利に、まず内側層に対して９～１０重量
％クロム鋼特にＧＸ１２ＣｒＭｏＶＮｂ９－１材料が選定され、外側層に対して例えばＧ
１７ＣｒＭｏＶ５－１０材料のような１～２重量％クロム鋼が利用される。
【００２３】
　これによって、ニッケル基合金に比べて有利であり、それにもかかわらず、熱的に負荷
される蒸気タービンにおける内部車室に適した材料組合せが得られる。
【００２４】
　本発明に基づいて、内側層は外側層に材料結合で結合されている。
【００２５】
　製造方法に向けられた解決策は本発明に基づいて、内部鋳造品および外部鋳造品が凝固
中に熱処理されることにより一層発展される。その代わりに、内部鋳造品および外部鋳造
品は凝固後でも熱処理することができる。引き続き熱処理が内部鋳造品および外部鋳造品
の材料の、より低い焼戻し温度で一段工程において８～１２時間にわたって行われる。
【００２６】
　材料結合を向上するために有利に、内部鋳造品に鈎止め部が設けられている。これによ
って、内部鋳造品を壁として利用する外部鋳造品は内部鋳造品に機械的により良好に結合
される。
【００２７】
　本発明に基づいて、内部車室は上述した材料で製造され、その内側層は外側層に溶着さ
れる。その車室は有利に溶着後に熱処理される。
【００２８】
　以下図を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】タービン機械における車室の上側半部の斜視図。
【図２】図１の車室上側半部の縦断面図。
【図３】図２に示された車室の部分斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１に熱流体機械の車室１の上側半部が示されている。その熱流体機械は例えば蒸気タ
ービンである。車室１は例えば蒸気タービンの内部車室である。運転中においてロータ（
図示せず）と内部車室との間を流れ方向２に蒸気が流れる。高圧蒸気タービンにおいて蒸
気は６００℃以上の温度および３００バール以上の圧力となる。その蒸気は流れ方向２に
おいて徐々に冷え圧力が低下する。これは、内部車室の前方部位３に熱的に大きな負荷が
生ずることを意味する。
【００３１】
　車室１はその熱的負荷に耐えるために少なくとも２つの層４、５から成っている。図１
に示された実施例の車室１は内側層４とこの内側層４の周りに配置された外側層５とを有
している。内側層４は外側層５よりも耐熱性の大きい材料で形成されている。
【００３２】
　内側層４はニッケル基合金で形成されている。外側層５は内側層４の周りに配置されて
いる。車室１は本質的に回転中心軸線６の周りに配置され、その外側層５は回転中心軸線
６に関して内側層４の周りに配置されている。
【００３３】
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　異なった形態において、内側層４は６２５合金で形成されるか、１０重量％クロム鋼で
形成される。さらに異なった形態において、外側層５はＧＸ１２ＣｒＭｏＶＮｂ９－１材
料で形成することができる。これによって、特に熱的負荷に適した材料組合せ対が得られ
る。
【００３４】
　例えば幾分低い熱的負荷のような異なった熱的負荷に対しては、異なった材料組合せ対
が推奨される。このために内側層４は９～１０重量％クロム鋼で形成され、外側層５は１
～２重量％クロム鋼で形成することができる。内側層４に対する材料としてＧＸ１２Ｃｒ
ＭｏＶＮｂ９－１材料を、外側層５に対する材料としてＧ１７ＣｒＭｏＶ５－１０材料を
選定することができる。内側層４は外側層５に材料結合で結合される。
【００３５】
　車室１を製造する際、まず内側層４として形成される内部鋳造品が鋳造される。次の工
程において外部鋳造品が鋳造され、その場合、内部鋳造品は壁として利用され、外部鋳造
品は外側層５として形成される。
【００３６】
　鋳造後の凝固中に内部鋳造品および外部鋳造品が熱処理される。その熱処理は同じく凝
固後に行うことができる。その熱処理は、内部鋳造品および外部鋳造品の材料の、より低
い焼戻し温度に相当した焼戻し温度で一段工程において行われる。さらに８～１２時間に
わたり上述の焼戻し温度で熱処理される。
【００３７】
　材料結合を向上するために、内部鋳造品に鈎止め部を設けることができる。これにより
、外部鋳造品を内側層４により良好に配置することができる。
【００３８】
　図２に図１の車室１が縦断面図で示されている。その場合、内側層４は前方部位３に限
定して上述したように外側層５上に設けられている。前方部位３から離れた後方部位７に
おいて、そこの熱的負荷が低いときには車室１の二層構造を不要とすることができる。そ
の車室１は多層構造に形成でき、個々に選択される材料は熱的負荷に合わされる。
【００３９】
　図３に図２における車室が部分断面斜視図で示されている。
【００４０】
　外側層５に切欠き効果によるクラック（亀裂）が生じないようにするために、接触部８
において内側層４の厚さが変化されている。また内側層４の厚さは、局所的に異なる熱的
負荷に対抗するために変化することができる。
【００４１】
　図１～図３に示された車室が熱的負荷を低減するために追加的に断熱被覆を備えること
は意に適っている。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　車室
　４　　内側層
　５　　外側層
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【国際調査報告】
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